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令和３年度第２回臨時庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年２月１日 

                    担当部・課：復興政策部地域振興課〔内線４２４７〕 

① 件  名 

石巻市総合交通計画の策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  本市においては、公共交通の将来的なあり方をまとめた「石巻市総合交通戦略」を平成２７年

度に策定し、計画期間を平成２８年度からの１０年間と定め、路線再編事業等の交通施策を実施

しているが、一定の成果はあげられているものの、本市の交通課題はなお山積し、今後も利便性

向上のための新たな施策等が必要な状況である。 

  この状況の中、令和２年１１月、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「活性化

再生法」という。）」が改正され、地域の多様な輸送資源を総動員して地域の移動ニーズに細やか

に対応する地域公共交通計画の策定が努力義務化されたことや、令和２年度での震災復興基本計

画期間の終了等を踏まえ、現行の総合交通戦略の内容を大幅に見直す必要が生じた。 

 

【目的】 

 活性化再生法に基づき、地域の多様な輸送資源を総動員して地域の移動ニーズに細やかに対応

するような公共交通の実現を目指して、現行の総合交通戦略を大幅に見直しすることとし、新た

に「石巻市総合交通計画」を策定する。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

活性化再生法（平成１９年法律第５９号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  第１章 住民同士の絆・支え合いで安全安心に暮らせるまち 

   第５節 持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２８年 ３月     石巻市総合交通戦略 策定 

令和 ２年 ６月     活性化再生法 改正 公布 

     １１月       〃    改正 施行 

令和 ３年 ５月     第１回庁内ワーキンググループ会議 

      ６月～１０月 市民アンケート調査【一般市民】 

      ６月～ ９月 中学校アンケート調査【中学校職員・中学２年生保護者】 

      ６月～１０月 高校生アンケート調査【高校２年生】 

      ７月～１０月 施設等アンケート調査【市内企業・施設】 

      ８月～ ９月 乗り継ぎ実態調査・利用環境調査 

     １０月     石巻市の公共交通について考えるワークショップ・グループ 

ヒアリング 

１１月     第１回石巻市総合交通戦略審議会 

１２月     公共交通事業者ヒアリング・交通需要集中施設ヒアリング 

 第２回庁内ワーキンググループ会議 

１月     第３回庁内ワーキンググループ会議 

       第２回石巻市総合交通戦略審議会 

資料１ 
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⑤ 主な内容 

 活性化再生法第５条に基づく地域公共交通計画（マスタープラン）である「石巻市総合交通計画」

を新たに策定するもの。 

 

【計画の目的】 

 地域の多様な輸送資源を総動員して地域の移動ニーズに細やかに対応するような公共交通の実現

を目指すもの。 

【対象地区】 

 市内全域 

【計画期間】 

 令和４年度～令和８年度（５年間） 

【計画書の構成】 

第１章 計画の概要 

第２章 地域公共交通の基本的な方針等 

第３章 石巻市の地域公共交通の課題 

 第４章 目標達成に向けた具体的な施策 

 第５章 計画の推進方針 

 巻末資料 上位・関連計画の概要、本計画の策定経緯 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 地域の移動ニーズにきめ細かく対応するための交通施策を計画に位置付けることで、更なる利用

者への利便性向上に資する。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【仙台市】 令和３年度中に「仙台市地域公共交通計画」を策定予定 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和４年２月～３月 パブリックコメント実施 

     ３月    令和３年度第３回石巻市総合交通戦略審議会 

           石巻市総合交通計画策定 

⑨ その他 

 

 

 

 


